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令和３年 第２回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和３年２月２４日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和３年 第２回 

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ５ 報告第 ２号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ６ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ７ 議案第 ２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ３号 農地転用事業計画変更承認申請について 

日程第 ９ 議案第 ４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第 ５号 農用地利用集積計画について 

日程第１１ 議案第 ６号 農用地利用配分計画について 

日程第１２ 議案第 ７号 非農地証明願について 

 

１ 出席委員 （２４名） 

    １番 佐々木  栄 夫 委員、  ２番 佐 藤    勝 委員、 

    ３番 熊 谷  ゆ り 委員、  ４番 佐々木    弘 委員、 

    ５番 遊 佐  一 成 委員、  ６番 菅 原  勝 宏 委員、 

    ７番 岩 淵  敬 一 委員、  ８番 米 山  嘉 彦 委員、 

    ９番 阿 部  一 信 委員、 １０番 曽 根  金 雄 委員、 

   １１番 三 浦  正 勝 委員、 １２番 鈴 木  和 子 委員、 

   １３番 芳 賀  博 秋 委員、 １４番 尾 形  陽一郎 委員、 

   １５番 髙 橋    寛 委員、 １６番 狩 野  善 典 委員、 

   １７番 佐々木  耕太郎 委員、 １８番 髙 橋  榮 一 委員、 

   １９番 岩 渕    弘 委員、 ２０番 三 浦    栄 委員、 

   ２１番 大 沢  純 香 委員、 ２２番 大 場  裕 之 委員、 

  ２３番 吉 田  優 俊 会長職務代理者、 

   ２４番 鈴 木  康 則 会長 

 



 2 

２ 欠席委員  

   な し 

 

３ 議事に参与した者 

   事務局長        二階堂    賢 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 

   農地農政係 主 査   高 橋    潤 

   農地農政係 主 事   千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長 

 ご起立願います。 

 「ご苦労様です。」ご着席願います。 

 最近のコロナの状況では、昨日隣の市で新規感染者が出たようで、まだまだ予断を許

さない状況が続いております。栗原市は落ち着いておりますが、皆様には、油断しない

で充分に予防対策を取っていただき、コロナに感染しないようお願い申し上げます。 

 

議長 

 それでは、只今から、令和３年 第２回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

 ただいまの出席委員は、２４名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

議長 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議案説明等のため、事務局長ほか関係職員を出席させております。 

 

議長 

 なお、新型コロナウイルス感染症 予防対策のため、会議場の換気をしております。 

 また、皆様にはマスク着用をお願いいたします。 

 

議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、農業委員会会議規則第２７条の規定により 

 議席番号１５番 髙 橋 寛 委員、議席番号１６番 狩 野 善 典 委員の両名を指名い

たします。 
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議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これに、ご異議ございません

か。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。 

 事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

 議案資料に基づき、令和３年１月２８日から令和３年２月２４日までに実施の事務事

業等の報告並びに、令和３年２月２６日から令和３年３月２６日までに予定している、

事務事業等について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告い

たします。 

 第１区の番号１番から６番までの６案件、第２区の番号７番から２１番までの１５案

件、第３区の番号２２番から３３番までの１２案件、併せて３３案件について、事務局

から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 ３筆 １８，４７７㎡、双方合意による基盤法

による賃貸借権解約の１案件、 

 番号２番は、高清水地区の田 ４筆 ２，７２３㎡、 

 番号３番は、高清水地区の田 ５筆 ４，３６２㎡、 

 番号４番は、高清水地区の田 ２筆 ４５９㎡、いずれも、双方合意による基盤法に

よる賃貸借権解約の３案件、 
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 番号５番、番号６番は、関連案件で、一迫地区の田 １筆 ２９７㎡、双方合意によ

る農地中間管理事業による賃貸借権解約の２案件、 

 第２区の番号７番は、若柳地区の田 １筆 ４９２㎡、双方合意による農地法第３条

による賃貸借権解約の１案件、 

 番号８番は、若柳地区の田 ４筆 ３，１０７㎡、売買のための基盤法による賃貸借

権解約の１案件 

 番号９番は、金成地区の田 ２８筆 １９，６５８㎡、 

 番号１０番は、金成地区の田 ２筆 ２，０８８㎡、 

 番号１１番は、金成地区の田 １筆 ３１６㎡、 

 番号１２番は、金成地区の田 １４筆 ７，９３０㎡、 

 番号１３番は、金成地区の田 ５筆 ２，７９４㎡、 

 番号１４番は、栗駒地区の田 １筆 ３，０５３㎡、及び、金成地区の田 ２２筆 

１１，２５４．１７㎡、及び畑 １筆 １３０㎡、合計 １４，４３７.１７㎡、いず

れも、双方合意による基盤法による賃貸借権解約の６案件、 

 番号１５番、番号１６番は、関連案件で、金成地区の田 １９筆 １５，５４２㎡、

双方合意による基盤法の農地利用集積円滑化事業による賃貸借権解約の２案件、 

 番号１７番、番号１８番は、関連案件で、金成地区の田 ２４筆 １３，０００㎡、

双方合意による基盤法の農地利用集積円滑化事業による賃貸借権解約の２案件、 

 番号１９番は、志波姫地区の田 ５筆 ９，９９５㎡、 

 番号２０番は、志波姫地区の田 ２筆 ４，２１４㎡、 

 番号２１番は、志波姫地区の田 ２筆 ３，５１９㎡、いずれも、双方合意による基

盤法による賃貸借権解約の３案件、 

 第３区の番号２２番は、栗駒地区の田 ２筆 ３，４６９㎡、 

 番号２３番は、栗駒地区の田 ２筆 ６，０８４㎡、 

 番号２４番は、栗駒地区の田 ２９筆 ４０，７６８㎡、いずれも、双方合意による 

農地法第３条による賃貸借権解約の３案件、 

 番号２５番は、栗駒地区の田 １８筆 ２７，３４０㎡、 

 番号２６番は、栗駒地区の田 ６筆 ７，９９２㎡、 

 番号２７番は、栗駒地区の田 １２筆 １１，３８９㎡、 

 番号２８番は、栗駒地区の田 ４筆 ４，２７５㎡、 

 番号２９番は、栗駒地区の田 ３６筆 ３２，２９４㎡、 

 番号３０番は、栗駒地区の田 １筆 ３，０４２㎡、 

 番号３１番は、栗駒地区の田 ４筆 １２，０５４㎡、 

 番号３２番は、栗駒地区の田 ７筆 １１，９５６㎡、 

 番号３３番は、鶯沢地区の田 １筆 ７４１㎡、いずれも、双方合意による基盤法に

よる賃貸借権解約の９案件、 

 以上、３３案件を説明報告。 
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議長 

 これで、日程第４、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、

報告を終わります。 

 

議長 

 日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 第１区の番号１番の１案件、第２区の番号２番の１案件、第３区の番号３番の１案

件、併せて３案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、一迫地区の畑 ６筆 ６，６６３㎡、贈与のための農地法第３

条による使用貸借権解約の１案件、 

 第２区の番号２番は、若柳地区の田 ３筆 ８，５７１㎡、新たな賃貸借権設定のた

めの農地法第３条による使用貸借権解約の１案件、 

 第３区の番号３番は、栗駒地区の田 ３筆 １，６３６㎡、新たな賃貸借権設定のた

めの農地法第３条による使用貸借権解約の１案件、 

 以上、３案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わりま

す。 

 

議長 

 日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する

案件がありますので、はじめに審議を行います。 

 

 第１区の番号１１番の案件を審議いたします。 

 議席番号 １７番 佐々木 耕太郎 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席

願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後１時４1分）（ １７番 佐々木 耕太郎 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後 1時４２分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１１番は、高清水地区の畑 １筆 ６７８㎡、相手方の要望による所有

権移転売買の１案件の説明と許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る２月１８日、議席番号 ５番 遊佐 一成 委員、農地利用最適化推進委員の 

鎌田 英利 委員、及び 佐藤 正博 委員が、現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 正博 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 正博 推進委員 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請ついては、去る２月１８日木曜日に

４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１１番の案件につきましては、譲渡人の労力不足による所有権移転売買の案件で

ございます。許可に当たっては、審査基準である全部効率利用要件や地域調和要件を勘

案しますと、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１１番

の案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。  

  

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 

 よって、日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番

号１１番の案件は、原案のとおり、許可することに決定いたしました。 
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議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

１７番 佐々木 耕太郎 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後１時４５分）（ 佐々木 耕太郎 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後 1時４５分） 

 

 次に、第１区の番号１番から１０番までの１０案件、及び１２番から２３番までの 

１２案件、合わせて、２２案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の畑 １筆 ５７０㎡、 

 番号２番は、築館地区の田 １筆 ２５６㎡、及び、畑 ３筆 ３，６３７㎡、合計 

３，８９３㎡、 

 番号３番は、築館地区の田 ４筆 １，１８４㎡、 

 番号４番は、築館地区の田 １筆 １，７０５㎡、いずれも、相手方の要望による所

有権移転売買の４案件、 

 番号５番は、築館地区の田 ２３筆 ２２，００５㎡、及び、畑 ２筆 １，６７６

㎡、合計 ２３，６８１㎡、経営継承のための所有権移転贈与の１案件、 

 番号６番は、築館地区の畑 １筆 ９１６㎡、 

 番号７番は、築館地区の田 １筆 ４７３㎡、いずれも、経営の合理化のための所有

権移転贈与の２案件、 

 番号８番は、築館地区の田 １筆 １，８３０㎡のうち、２２８．７５㎡、経営を引

き継ぐためによる所有権移転贈与の１案件、 

 番号９番は、築館地区の田 １２筆 ２３，５５２㎡、 

 番号１０番は、築館地区の田 ２筆 ４，７５３㎡、いずれも、相手方の要望による

賃貸借権設定の２案件、 

 番号１２番は、高清水地区の田 １筆 ９１５㎡、相手方の要望による所有権移転贈

与の１案件、 

 番号１３番は、高清水地区の田 ２６筆 ５０，０３１㎡、及び畑 ５筆 ４，９０７

㎡、合計 ５４，９３８㎡、 

 番号１４番は、高清水地区の田 １筆 ８２０㎡、いずれも、経営継承のための使用

貸借権設定の２案件、 

 番号１５番は、一迫地区の畑 １筆 ５０２㎡、相手方の要望による所有権移転売買

の１案件、 
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 番号１６番は、一迫地区の田 １筆 ９０㎡、及び畑 １筆 ５９４㎡、合計 ６８４

㎡、経営の合理化のための所有権移転売買の１案件、 

 番号１７番は、一迫地区の田 ３筆 ６，８６０㎡、相手方の要望による所有権移転

売買の１案件、 

 番号１８番は、一迫地区の田 ７筆 ８，８１１㎡、及び畑 ９筆 ７，９８４㎡、

合計 １６，７９５㎡、 

 番号１９番は、一迫地区の田 ７筆 １４，５３５㎡、及び畑 ６筆 ６，６６３

㎡、合計 ２１，１９８㎡、いずれも、経営継承のための所有権移転贈与の２案件、 

 番号２０番は、一迫地区の田 ４筆 １２，１３９㎡、相手方の要望による賃貸借権

設定の１案件、 

 番号２１番は、一迫地区の田 ３筆 １０，４１１㎡、及び畑 ２筆 １，８６３

㎡、合計 １２，２７４㎡、経営継承のための使用貸借権設定の１案件、 

 番号２２番は、瀬峰地区の田 ３筆 ３，３１０㎡、相手方の要望による所有権移転

売買の１案件、 

 番号２３番は、瀬峰地区の田 １筆 １，７００㎡、経営規模拡大のための所有権移

転贈与の１案件、 

 以上、２２案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 正博 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 正博 推進委員 

 議案第１号ついては、去る２月１８日木曜日に４名にて、書類審査及び現地確認を行

いました。 

 番号１番から８番の詳細につきましては、事務局から説明があったとおりでございま

すが、労力不足や財産処分による売買や贈与、それから親子間の経営継承による贈与と

なっており、許可に当たっては、審査基準である全部効率利用要件や地域調和要件を勘

案しますと、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ９番・１０番については、労力不足による賃貸借権の設定でございます。 

 １２番・１３番・１４番については、労力不足や経営継承のための贈与や使用貸借権

設定となっております。 

 １５番から１９番については、相手方の要望や経営の合理化による売買、それから親

子間の経営継承による贈与となっております。 

 ２０番・２１番については、相手方の要望や経営継承のための賃貸借権及び使用貸借

権の設定となっております。 

 ２２番・２３番については、相手方の要望や経営規模拡大のための所有権移転売買及

び贈与となっております。 
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 いずれも、許可に当たっては、審査基準である全部効率利用要件や地域調和要件を勘

案しますと、特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号２４番から３３番までの１０案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号２４番は、若柳地区の田 １０筆 ２３，４９３㎡、 

 番号２５番は、若柳地区の田 ２７筆 ２４，６５５㎡、及び畑 ３筆 ２，０９２

㎡、合計 ２６，７４７㎡、いずれも、経営継承のための所有権移転贈与の２案件、 

 番号２６番は、若柳地区の田 ５筆 ５，１２６㎡、 

 番号２７番は、若柳地区の田 ３筆 ８，５７１㎡、 

 番号２８番は、若柳地区の田 １筆 １，９６４㎡、いずれも、相手方の要望による

賃貸借権設定の３案件、 

 番号２９番は、金成地区の田 ２０筆 ３０，８５１㎡、及び畑 ５筆 １，０８１

㎡、合計 ３１，９３２㎡、 

 番号３０番は、金成地区の田 １９筆 ３２，１１３㎡、及び畑 ６筆 ９，３０８

㎡、合計 ４１，４２１㎡、いずれも、経営継承のための所有権移転贈与の２案件、 

 番号３１番は、志波姫地区の畑 １筆 ５２１㎡、空き家取得に伴う所有権移転売買

の１案件、市外居住者取得の案件になるが、空き家に附属する農地として、先月の総会

で審議いただいた案件となっておりますので、詳細説明は省略、 

 番号３２番は、志波姫地区の田 １筆 ９９６㎡、経営規模拡大のための所有権移転

贈与の１案件、 

 番号３３番は、志波姫地区の田 １１筆 ２７，１１８㎡、及び、畑 １３筆  

３，２６５．６２㎡、合計 ３０，３８３．６２㎡、経営継承のための使用貸借権設定

の１案件、 

 以上、１０案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 
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議長 

 次に、去る２月１９日、議席番号 ４番 佐々木 弘 委員、農地利用最適化推進委員の 

小野寺 栄悦 委員、及び阿部 正一 委員が、現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、小野寺 栄悦 推進委員から報告願います。 

 

小野寺 栄悦 推進委員 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請ついては、去る２月１９日の金曜日

に４名にて、書類審査を行いました。 

 番号２４番につきましては、経営継承のため所有権移転贈与するものです。 

 ２５番についても、２４番と同様に経営継承のため所有権移転贈与するものです。 

 ２６番から２８番については、いずれも、相手方の要望による賃貸借権設定の案件、 

 ２９番・３０番については、いずれも、経営継承のため所有権移転贈与の案件、 

 ３１番につきましては、空き家取得に伴いまして相手方の要望による空き家に附属す

る農地を取得する所有権移転売買の案件、 

 ３２番については、経営規模拡大による所有権移転贈与となります。 

 ３３番については、経営を引き継ぐための使用貸借権設定となっております。 

 以上の審査基準である全部効率利用要件や地域調和要件を勘案しますと、特に問題が

ないものと判断いたしました。以上のことから許可に当たっては、いずれも、特に問題

がないと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号３４番から３９番までの、６案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号３４番は、栗駒地区の田 ３筆 ２，５７７㎡、 

 番号３５番は、栗駒地区の田 ２筆 ８７１㎡、いずれも、経営規模拡大のための所

有権移転売買の２案件、 
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 番号３６番は、栗駒地区の田 ３筆 ３，１１３㎡、相手方の要望による所有権移転

売買の１案件、 

 番号３７番は、栗駒地区の田 ６筆 ７，１３１㎡、 

 番号３８番は、栗駒地区の田 ２筆 ３，４６５㎡、いずれも、相手方の要望による

賃貸借権設定の２案件、 

 番号３９番は、栗駒地区の田 ２筆 ６，０８４㎡、経営規模拡大のための賃貸借権

設定の１案件、 

 以上、６案件の説明と許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る２月１９日、議席番号２１番 大沢 純香 委員、農地利用最適化推進委員

の 安藤 康太 委員、及び、佐藤 東一 委員が、現地確認調査を行っておりますので、

その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、安藤 康太 推進委員から報告願います。 

 

安藤 康太 推進委員 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請については、去る２月１９日の金曜

日に４名にて、書類審査を行いました。 

 番号３４番から３９番の詳細につきましては、事務局から説明があったとおりでござ

いますが、譲受け、譲渡しの理由については、経営規模拡大や相手方の要望による労力

不足のためとなっております。 

 許可に当たっては、審査基準である全部効率利用要件や地域調和要件を勘案します

と、特に問題がないものと審査をし、判断いたしました。 

 以上、６案件についてのご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番か

ら１０番までの１０案件、及び１２番から３９番までの２８案件、合わせて３８案件

は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。 
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  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、 

番号１番から１０番までの１０案件、及び１２番から３９番までの２８案件、合わせて

３８案件は、原案のとおり、許可することに決定いたしました。 

 

議長 

 日程第７、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 はじめに、第１区の番号１番の案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 １筆 １，８８５㎡、及び畑 １筆 ９９㎡、

合計 １，９８４㎡を業務用地として転用し、倉庫及び資材置場等を建築造成して第三

者に貸し出し、地代収入を得るものであります。 

 農地区分は、農地の広がりがあり第１種農地に該当するが、近隣に居住する申請人が

業務上必要とする目的物であり、集落に接続して設置するものになりますので、不許可

の例外規定に該当する旨の１案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、５番 遊佐 一成 委員から報告願います。 

 

５番 遊佐 一成 委員 

 議案第２号については、去る２月１８日の木曜日に４名にて、書類審査及び現地確認

を行いました。 

 番号１番の件については、現地確認をしますと既にさら地化されており周囲は宅地、

道路及びため池に囲まれていて、近隣の農地への影響もなく、転用許可に当たっては、

特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 



 13 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号２番の、案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２番は、栗駒地区の畑 １筆 ３４９㎡を業務用地として一時転用し、

選挙のための仮設事務所の設置と駐車場を整備するものであります。 

 なお、一時転用であることから、農地への復元が必須となっております。 

 農地区分は、１０ヘクタール以上の農地の広がりがある第１種農地に該当しますが、

一時的な転用となりますので、不許可の例外規定に該当する旨の１案件が許可要件を満

たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、２１番 大沢 純香 委員から報告願います。 

 

２１番 大沢 純香 委員 

 議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について報告いたします。 

 去る２月１９日の金曜日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号２番の件については、現地確認をしたところ、現在は何も作付けされていません

でした。市道に隣接しており、段差もほとんどなく整地のみを行う予定となっておりま

す。周囲の農地には影響がなく、一時転用で、２ヵ月後に仮設事務所は撤去するという

ことでしたので、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 
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議長 

 それでは、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号１番・

２番の２案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第７、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、 

番号１番・２番の２案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第８、議案第３号 農地転用事業計画変更承認申請について、を議題といたしま

す。 

 第１区の番号１番・２番の２案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、地上権設定の案件で、一迫地区の田 １筆 ４，６７０㎡のう

ち、１６．１１㎡、事業内容は、営農型太陽光発電施設を設置し売電収入を得ることに

加え、施設の下部の農地を利用してブルーベリーを栽培するというものであります。 

 現在の実施状況につきましては、すでに営農型太陽光発電施設の設置、及びブルーベ

リーの作付けを完了いたしまして、売電及び営農事業を実施しております。 

 変更の内容は、太陽光発電施設による売電事業の事業者を当初の事業者から承継者に

変更するものでございます。 

 この案件につきましては、令和元年１２月１１日付で農地法第５条の許可を受けて事

業に着手し、必要な工事及び作付け作業等は完了しておりましたが、その後、経営上の

リスク管理の観点よりグループ内の別会社に経営を承継することを決定したことから、

今回転用計画の変更を申請されたものであります。 

 番号２番についても、地上権設定の案件で、一迫地区の田 ２筆 ３，４８７㎡のう

ち、１５．１５㎡、この案件は令和２年２月１３日付で農地法第５条の転用許可を受

け、事業に着手したもので、事業の内容は１番と同様で、現在の実施状況につきまして

も１番と同様に売電事業及びブルーベリーの作付けを完了し栽培を実施しております。 

 変更内容、変更の理由につきましても１番と同様になりますので、説明を省略。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 
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議長 

 それでは、鎌田 英利 推進委員から報告願います。 

 

鎌田 英利 推進委員 

 議案第３号 農地転用事業計画変更承認申請については、去る２月１８日の木曜日に

４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 各番号の詳細については、事務局から説明があったとおりであります。 

 現地を確認しますと、当初の計画に沿って、太陽光発電とブルーベリーの栽培を実施

しておりました。今回の申請は太陽光発電事業の経営移譲とのことですが、転用事業を

今後とも円滑に実施していくためのものであり、計画の変更に当たっては、特に問題が

ないものと判断いたしました。なお、作物の生育に関しましては、今後も農地パトロー

ル等で確認していく必要があると思います。以上で現地確認の結果報告を終わります。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  「はい」の声 

 

議長 

 １１番 三浦正勝委員 

 

１１番 三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦でございます。 

 経営継承に対して意義があるわけではないですけれども、今回添付されている資料に

ついては、新たにこれから太陽光パネルで転用します、という場合に出す土地の利用図

とか配置図とかの資料になっていますけれども、法人同士の経営継承の場合は、このよ

うな図面ということではなく、しっかりとこういう意思決定がされました、ついては、

このように経営者が変わりますと、その辺の資料を示していただく必要があるのではな

いでしょうか。 

 これから新たに作るわけではなくて、あるものを経営継承するわけですから、しかも

法人間の取り引きでございますので、そのへんを明らかにする必要があると思います

が、いかがでしょうか。 

 

議長 

 事務局説明 
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事務局 

 お答えいたします。 

 配置図等の図面等につきましては、委員の中でも、以前の許可の際にこの計画を承知

している方はいらっしゃいますが、初めてこの事業計画を聞く委員もおられますので、

資料として添付いたしました。ご質問の資料につきましては、今後、事業者変更等があ

った案件につきましては、ほかの参考資料として、事業承継が行われたことを確認でき

る書類、なにか公表できる資料があれば、添付するように考えていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 三浦委員、よろしいですか 

 

１１番 三浦 正勝 委員 

 関連ですけれども、ということは何か理事会でこのように決めたとか、そういう決定

した、法人同士で経営継承するという法的な裏付け的なものを、早速提出させる必要が

あると思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 

議長 

 事務局説明。 

 

事務局 

 お答えいたします。 

 そちらを確認するための議事録及び契約書に関しては、すでに提出いただいておりま

す。確認するというのは、それらをすべて掲載するわけにもいきませんので、その中か

ら抜粋して情報が伝わるものから資料としてお示しできるものを添付するということで

ございます。そういう形で進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 三浦委員、よろしいですか 

 

１１番 三浦 正勝 委員 

 はい、了解しました。 

 

議長 

 他に、ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 
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 議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第３号 農地転用事業計画変更承認申請についての番号１番・２番の

２案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

 議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第８、議案第３号 農地転用事業計画変更承認申請についての、番号１

番・２番の２案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

 議長 

 日程第９、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 はじめに、第１区の番号１番から３番までの、３案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、地上権設定の案件で、先ほどご審議いただきました議案第３号 

農地転用事業計画変更承認申請についての、番号１番と関連案件となっており、今回、

事業計画の変更に伴い、事業承継したものが新たに地上権設定を行うため、別途農地法

第５条の許可申請が必要であるため審議いただくものであります。 

 一迫地区の田 １筆 ４，６７０㎡のうち、１６．１１㎡を太陽光パネルの支柱箇所

として一時転用し、営農型太陽光発電施設を設置し売電収入を得るもので、太陽光パネ

ルの下部では、ブルーベリーの栽培を行っております。 

 農地区分は、農用地区域内の農地に該当しますが、営農型太陽光発電施設による一時

転用となりますので、不許可の例外規定に該当する旨の１案件、 

 番号２番は、地上権設定の案件で、１番と同様に、先ほどご審議いただきました議案

第３号 農地転用事業計画変更承認申請についての、番号２番と関連案件となってお

り、今回、事業計画の変更に伴い、事業承継したものが新たに地上権設定を行うため、

別途農地法第５条の許可申請が出されたものであります。 

 一迫地区の田 ２筆 ３，４８７㎡のうち、１５．１５㎡、転用目的や施設の概要、

農地区分については、１番と同様でありますので、説明を省略。 

 番号３番は、賃貸借権設定の案件で、瀬峰地区の田 １筆 ３，５３８㎡のうち、

１，３９４㎡を業務用地として転用し、太陽光発電施設を設置して売電収入を得るもの

であります。 
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 農地区分は、周囲を山林に囲まれた生産性の低い小集団農地であるので、第２種農地

に該当する旨の１案件、 

 以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、鎌田 英利 推進委員から報告願います。 

 

鎌田 英利 推進委員 

 議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請については、去る２月１８日の木曜

日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 各番号の詳細につきましては、事務局から説明があったとおりであります。 

 番号１番及び２番の案件については、先程ご審議いただいた転用事業計画変更の案件

と関連案件となっており、事業継承者である法人が新たに地上権設定を行うための申請

でございます。許可に当たっては転用事業計画変更と同じく特に問題がないものと判断

いたしました。 

 番３番にいては、現地を確認しますと、山林に囲まれた傾斜地であり、農地としての

利用は困難であり、許可に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、次に、第２区の番号４番の、案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号４番は、所有権移転売買の案件で、若柳地区の田 １筆 １，６８９㎡

を住宅用地として転用し、建売住宅６棟及び通路を建築造成するものです。 

 農地区分は、当該地域は、都市計画区域の第１種住居地域となっているため、第３種

農地として取り扱う旨の１案件が許可要件を満たしていることを説明。 
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議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、阿部 正一 推進委員から報告願います。 

 

阿部 正一 推進委員 

 議案第４号、農地法５条の規定による許可申請については、去る２月１９日の金曜日

に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号４番の詳細については、只今、事務局より説明いただいたとおりでありますが、

既に何年か前に盛土された休耕田で、隣も宅地となっており、近隣も宅地化が大変進ん

でいる地域でございます。周辺農地への影響もなく、許可に当たっては、特に問題がな

いものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番か

ら４番までの４案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請についての、 

番号１番から４番までの４案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 会議開始から１時間以上が経過しましたので、ここで、午後２時４５分まで、休憩とい

たします。 

 

休憩：午後２時３２分から２時４５分まで 
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議長 

 休憩中の会議を再開します。（午後２時４５分） 

 

 日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する

案件がありますので、はじめに、審議を行います。 

 第１区の番号６番の案件を審議いたします。 

 議席番号 １番 佐々木 栄夫 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 暫時休憩いたします。（午後２時４６分）（１番 佐々木 栄夫 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時４７分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号６番は、築館地区の田 ３筆 ８，８０５㎡、新規の賃貸借権設定であ

る旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号６番の案件は、原案を

可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号６番の案件

は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 
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議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

１番 佐々木 栄夫 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時４８分）（ 佐々木 栄夫 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時４８分） 

 

 次に、第１区の番号１２番の案件を審議いたします。 

 議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願

います。 

 

議長 

 暫時休憩いたします。（午後２時４９分）（ １７番 佐々木 耕太郎 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時４９分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１２番は、高清水地区の田 １筆 ４，９３３㎡、新規の賃貸借権設定

である旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１２番の案件は、原案

を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 
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 よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１２番の案

件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号

１７番 佐々木 耕太郎 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時５０分）（佐々木 耕太郎 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時５０分） 

 

 次に、第２区の番号１６５番・１６６番の、２案件を審議いたします。 

 議席番号 ４番 佐々木 弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 暫時休憩いたします。（午後２時５１分）（ ４番 佐々木 弘 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時５１分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１６５番は、志波姫地区の田 ２７筆 ２５，７２０㎡、 

 番号１６６番は、志波姫地区の田 ５筆 ９，６２２㎡、及び畑 １筆 １，５０７

㎡、合計 １１，１２９㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定である旨の２案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１６５番・１６６番の

２案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 
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議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１６５番・

１６６番の２案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

４番 佐々木 弘 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時５２分）（ 佐々木 弘 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時５２分） 

 

 次に、第３区の番号１７７番から１８３番までの７案件、番号１９６番から２００番

までの５案件、番号２０６番から２０８番までの３案件、及び番号２２０番から２２４

番までの５案件、合わせて、２０案件を審議いたします。 

 議席番号 １９番 岩渕 弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 暫時休憩いたします。（午後２時５３分）（１９番 岩渕 弘 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時５３分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１７７番は、栗駒地区の田 ２筆 ６，０６１㎡、 

 番号１７８番は、栗駒地区の田 １筆 ４５５㎡、 

 番号１７９番は、栗駒地区の田 １筆 ２８０㎡、 

 番号１８０番は、栗駒地区の田 ３筆 ５６０㎡、 

 番号１８１番は、栗駒地区の田 ３筆 １，８９９㎡、 

 番号１８２番は、栗駒地区の田 ２筆 ２，６０８㎡、 

 番号１８３番は、栗駒地区の田 ３筆 １，６３６㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の７案件、 

 番号１９６番は、栗駒地区の田 ４筆 ５，８７６㎡、 

 番号１９７番は、栗駒地区の田 １３筆 １０，３３９㎡、 

 番号１９８番は、栗駒地区の田 ２筆 １，１０３㎡、 

 番号１９９番は、栗駒地区の田 ７筆 ４，４２０㎡、 
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 番号２００番は、栗駒地区の田 ６筆 ３，８３７㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の５案件、 

 番号２０６番は、鶯沢地区の田 １１筆 １０，９９５㎡、 

 番号２０７番は、鶯沢地区の田 ３筆 ６，１０４㎡、 

 番号２０８番は、鶯沢地区の田 ４筆 １，１５１㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の３案件、 

 番号２２０番は、鶯沢地区の田 ７筆 ６，２２０㎡、新規及び更新の賃貸借権設定

である旨の１案件 

 番号２２１番は、鶯沢地区の田 ２筆 ６，０６５㎡、 

 番号２２２番は、鶯沢地区の田 ２４筆 ２０，８８９㎡、 

 番号２２３番は、鶯沢地区の田 ９筆 １０，５３８㎡、 

 番号２２４番は、鶯沢地区の田 ３筆 ３，０６８㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の４案件、 

 以上、２０案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１７７番から１８３番

までの７案件、番号１９６番から２００番までの５案件、番号２０６番から２０８番ま

での３案件、及び番号２２０番から２２４番までの５案件、合わせて２０案件は、原案

を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用 集積計画についての、番号１７７番

から１８３番までの７案件、番号１９６番から２００番までの５案件、番号２０６番 

から２０８番までの３案件、及び番号２２０番から２２４番までの５案件、合わせて、

２０案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 
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議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

１９番 岩渕 弘 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時５５分）（ 岩渕 弘 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時５６分） 

 次に、第３区の番号１９１番の案件を審議いたします。 

 議席番号２３番 吉田 優俊 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 暫時休憩いたします。（午後２時５６分）（ ２３番 吉田 優俊 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時５７分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１９１番は、栗駒地区の田 １９筆 ２６，０８８㎡、新規の賃貸借権

設定である旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１９１番の案件は、原

案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１９１番の

案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  
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議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

２３番 吉田 優俊 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時５８分）（ 吉田 優俊 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時５８分） 

 次に、第１区の番号１番から５番までの５案件、番号７番から１１番までの５案件、

及び番号１３番から８２番までの７０案件、合わせて、８０案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 １７筆 ２８，５６７㎡、及び、畑 ２筆  

５，１４８㎡、合計 ３３，７１５㎡、所有権移転売買である旨の１案件、 

 番号２番は、築館地区の田 １筆 ２，７１３㎡、 

 番号３番は、築館地区の田 ９筆 ９，２６７．６１㎡、及び畑 ２筆 ２，０９２ 

㎡、合計 １１，３５９．６１㎡、 

 番号４番は、築館地区の田 １筆 ７，８７４㎡、 

 番号５番は、築館地区の田 １筆 ２，９５２㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の４案件、 

 番号７番は、築館地区の田 ２筆 ３，０７７㎡ 

 番号８番は、築館地区の田 ２２筆 ３７，６２４㎡、 

 番号９番は、築館地区の田 ４筆 １０，９９２㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の３案件、 

 番号１０番は、高清水地区の田 ２筆 ４５９㎡、所有権移転売買である旨の１案

件、 

 番号１１番は、高清水地区の田 １筆 ４，５０３㎡、 

 番号１３番は、高清水地区の田 １筆 １０，４０５㎡、 

 番号１４番は、高清水地区の田 ４筆 ８，７８７㎡、 

 番号１５番は、高清水地区の田 １筆 １，２６０㎡、 

 番号１６番は、高清水地区の田 ４筆 ６，３６０㎡、 

 番号１７番は、高清水地区の田 １０筆 ３２，１３８㎡、 

 番号１８番は、高清水地区の田 ２筆 １，０５５㎡、 

 番号１９番は、高清水地区の田 ４筆 ２，７２３㎡、 

 番号２０番は、高清水地区の田 ５筆 ４，３６２㎡、 

 番号２１番は、高清水地区の田 １１筆 ８，２９０㎡、いずれも、新規の賃貸借権

設定である旨の１０案件、 
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 番号２２番は、高清水地区の田 ９筆 ３４，０３１㎡、更新の賃貸借権設定である

旨の１案件、 

 番号２３番は、一迫地区の田 ２筆 ５，９４３㎡、所有権移転売買である旨の１案

件、 

 番号２４番は、一迫地区の田 ５筆 ２，６５７㎡、 

 番号２５番は、一迫地区の田 １３筆 １７，１１９㎡、 

 番号２６番は、一迫地区の田 ２筆 ５，１１７㎡、 

 番号２７番は、一迫地区の田 ６筆 ７，１１６㎡、 

 番号２８番は、一迫地区の田 ３筆 ３，２６２㎡、 

 番号２９番は、一迫地区の田 １筆 ４４７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る旨の６案件、 

 番号３０番は、一迫地区の田 ３筆 ８，６７０㎡、 

 番号３１番は、一迫地区の田 ８筆 ２４，０１３㎡、 

 番号３２番は、一迫地区の田 ３筆 １５，７５６㎡、いずれも、新規及び更新の賃

貸借権設定である旨の３案件、 

 番号３３番は、一迫地区の田 ４筆 ７，４７９㎡、 

 番号３４番は、一迫地区の田 １筆 ７６３㎡、 

 番号３５番は、一迫地区の田 １筆 ２，１４０㎡、 

 番号３６番は、一迫地区の田 ３筆 ９６５㎡、 

 番号３７番は、一迫地区の田 ２筆 ６，０７４㎡、 

 番号３８番は、一迫地区の田 ２筆 ４，２７８㎡、 

 番号３９番は、一迫地区の田 ２筆 ４，５８７㎡、 

 番号４０番は、一迫地区の田 ５筆 ８，１５８㎡、 

 番号４１番は、一迫地区の田 ８筆 １２，４１６㎡、 

 番号４２番は、一迫地区の田 ２筆 ４，９７３㎡、 

 番号４３番は、一迫地区の田 ９筆 １０，９５４㎡、 

 番号４４番は、一迫地区の田 ２筆 ２，０４７㎡、 

 番号４５番は、一迫地区の田 １筆 ２，８３７㎡、 

 番号４６番は、一迫地区の田 ７筆 １５，２７８㎡、 

 番号４７番は、一迫地区の田 ２筆 ８７７㎡、 

 番号４８番は、一迫地区の田 ９筆 １４，２１６㎡、 

 番号４９番は、一迫地区の田 ７筆 １０，６０３㎡、 

 番号５０番は、一迫地区の田 ２筆 ８，０２５㎡、 

 番号５１番は、一迫地区の田 １筆 ４，８７５㎡、 

 番号５２番は、一迫地区の田 ２筆 ８，４５０㎡、 

 番号５３番は、一迫地区の田 １５筆 ２２，４３０㎡、 

 番号５４番は、一迫地区の田 ５筆 ４，９３０㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の２２案件、 
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 番号５５番は、瀬峰地区の田 ８筆 １２，６０９㎡、 

 番号５６番は、瀬峰地区の田 １筆 １，００７㎡、 

 番号５７番は、瀬峰地区の田 １筆 １，０３２㎡、いずれも、所有権移転売買であ

る旨の３案件、 

 番号５８番は、瀬峰地区の田 １７筆 １１，７９６㎡、 

 番号５９番は、瀬峰地区の田 ８筆 ４，８７７㎡、 

 番号６０番は、瀬峰地区の田 ８筆 ２８，８１１㎡、 

 番号６１番は、瀬峰地区の田 ３筆 ６，０７９㎡、 

 番号６２番は、瀬峰地区の田 ４筆 ３，１２０㎡、 

 番号６３番は、瀬峰地区の田 ４筆 ２，４７３㎡、 

 番号６４番は、瀬峰地区の田 ６筆 ４，５５７㎡、 

 番号６５番は、瀬峰地区の田 ３筆 ３，０５５㎡、 

 番号６６番は、瀬峰地区の田 ２２筆 １７，７６６㎡、 

 番号６７番は、瀬峰地区の田 ８筆 ５，６４７㎡、 

 番号６８番は、瀬峰地区の田 １０筆 ５，８３１㎡、 

 番号６９番は、瀬峰地区の田 ２筆 ２，０４２㎡、 

 番号７０番は、瀬峰地区の田 ３２筆 ４３，７０１㎡、及び畑 １筆 ７２３㎡、

合計 ４４，４２４㎡、 

 番号７１番は、瀬峰地区の田 ２７筆 ２３，８７４㎡、いずれも、新規の賃貸借権

設定である旨の１４案件、 

 番号７２番は、瀬峰地区の田 １５筆 １１，３３４㎡、 

 番号７３番は、瀬峰地区の田 ４筆 ２，５９７㎡、 

 番号７４番は、瀬峰地区の田 ３筆 ３，１０３㎡、 

 番号７５番は、瀬峰地区の田 １筆 １，９４６㎡、 

 番号７６番は、瀬峰地区の田 １筆 ３，３３０㎡、 

 番号７７番は、瀬峰地区の田 ２筆 ６，５７７㎡、 

 番号７８番は、瀬峰地区の田 ４筆 １３，７１５㎡、 

 番号７９番は、瀬峰地区の田 ２筆 ３，８８１㎡、 

 番号８０番は、瀬峰地区の田 ４筆 ６，４０５㎡、 

 番号８１番は、瀬峰地区の田 ５筆 １３，７８２㎡、 

 番号８２番は、瀬峰地区の田 ７筆 ４，５８６㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の１１案件、 

 以上、８０案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
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  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号８３番から１６４番までの８２案件、及び、番号１６７番件から

１７４番までの８案件、合わせて、９０案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号８３番は、若柳地区の田 ４筆 １，６０８㎡、 

 番号８４番は、若柳地区の田 ２筆 １，７８１㎡、 

 番号８５番は、若柳地区の田 ３筆 １，４０７㎡、 

 番号８６番は、若柳地区の田 １２筆 １１，０４２㎡、 

 番号８７番は、若柳地区の田 ４筆 ３，１０７㎡、いずれも、所有権移転売買であ

る旨の５案件、 

 番号８８番は、若柳地区の田 １筆 １，０２３㎡、 

 番号８９番は、若柳地区の田 ４筆 ４，０６５㎡、 

 番号９０番は、若柳地区の田 ２筆 ２，０３４㎡、 

 番号９１番は、若柳地区の田 ４筆 ４，０７９㎡、 

 番号９２番は、若柳地区の田 １６筆 ２２，４３６㎡、 

 番号９３番は、若柳地区の田 １４筆 ２２，８６２㎡、及び畑 ２筆 ８９３㎡、

合計 ２３，７５５㎡、 

 番号９４番は、若柳地区の田 １０筆 ７，３２５㎡、 

 番号９５番は、若柳地区の田 ２６筆 １６，６５７㎡、及び畑 １筆 ９７㎡、 

合計 １６，７５４㎡、 

 番号９６番は、若柳地区の田 １０筆 ３９，９５９㎡、 

 番号９７番は、若柳地区の田 １４筆 １４，６８５㎡、 

 番号９８番は、若柳地区の田 １筆 ８４９㎡、 

 番号９９番は、若柳地区の田 ６筆 ９，５３４㎡、 

 番号１００番は、若柳地区の田 １３筆 ２２，５６１㎡、 

 番号１０１番は、若柳地区の田 ３筆 ２，８８３㎡、 

 番号１０２番は、若柳地区の田 ２筆 ２０３㎡、 

 番号１０３番は、若柳地区の田 １筆 １，８８１㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の１６案件、 

 番号１０４番は、若柳地区の田 ３筆 ２，５３８㎡、 

 番号１０５番は、若柳地区の田 １１筆 １０，５６１㎡、 

 番号１０６番は、若柳地区の田 ５筆 ３，３５３㎡、 

 番号１０７番は、若柳地区の田 １８筆 １１，１１１㎡、 



 30 

 番号１０８番は、若柳地区の田 ５筆 ３，４８１㎡、 

 番号１０９番は、若柳地区の田 １７筆 ８，１２３㎡、 

 番号１１０番は、若柳地区の田 １８筆 １３，５８２㎡、 

 番号１１１番は、若柳地区の田 １４筆 １１，１０８㎡、 

 番号１１２番は、若柳地区の田 ６筆 ４，１６３㎡、 

 番号１１３番は、若柳地区の田 ２筆 ２，０３４㎡、 

 番号１１４番は、若柳地区の田 ２６筆 １５，５１０㎡、 

 番号１１５番は、若柳地区の田 ３筆 ２，７７７㎡、 

 番号１１６番は、若柳地区の田 ３０筆 ２６，８５５㎡、及び畑 ３筆 １，７８７

㎡、合計 ２８，６４２㎡、 

 番号１１７番は、若柳地区の田 ６筆 ３，９９２㎡、 

 番号１１８番は、若柳地区の田 １４筆 ６，９１２㎡、 

 番号１１９番は、若柳地区の田 ３８筆 ３３，５８０㎡、 

 番号１２０番は、若柳地区の田 ９筆 ９，４３６㎡、 

 番号１２１番は、若柳地区の田 ４筆 ７，６２１㎡、 

 番号１２２番は、若柳地区の田 ５筆 ３，２０１㎡、 

 番号１２３番は、若柳地区の田 ６筆 ４，５６８㎡、 

 番号１２４番は、若柳地区の田 １５筆 ９，５９６㎡、及び畑 １筆 １４０㎡、

合計 ９，７３６㎡、 

 番号１２５番は、若柳地区の田 １筆 ８４３㎡、 

 番号１２６番は、若柳地区の田 ３筆 ２，７８７㎡、 

 番号１２７番は、若柳地区の田 １５筆 １３，７２４．１９㎡、いずれも、更新の

賃貸借権設定である旨の２４案件、 

 番号１２８番は、金成地区の田 ３筆 １，３８７㎡、所有権移転売買である旨の１

案件、 

 番号１２９番は、金成地区の田 １２筆 １５，２９０㎡、 

 番号１３０番は、金成地区の田 ８筆 １７，６７６㎡、 

 番号１３１番は、金成地区の田 ８筆 １０，９７９㎡、 

 番号１３２番は、金成地区の畑 １筆 １８，３０１㎡、 

 番号１３３番は、金成地区の田 ２筆 ２，０８８㎡、 

 番号１３４番は、金成地区の田 １筆 ３１６㎡、 

 番号１３５番は、金成地区の田 １４筆 ７，９３０㎡、 

 番号１３６番は、金成地区の田 ５筆 ２，７９４㎡、 

 番号１３７番は、金成地区の田 ２８筆 １９，６５８㎡、 

 番号１３８番は、金成地区の田 １９筆 １５，５４２㎡、 

 番号１３９番は、金成地区の田 ２４筆 １３，０００㎡、いずれも、新規の賃貸借

権設定である旨の１１案件、 

 番号１４０番は、金成地区の田 ８筆 ７，６９３㎡、農地中間管理事業による新規
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の賃貸借権設定である旨の１案件、 

 番号１４１番は、栗駒地区の 田 １筆 ３，０５３㎡、金成地区の 田 ２２筆  

１１，２５４．１７㎡、及び畑 １筆 １３０㎡、合計 １４，４３７．１７㎡、新規

の賃貸借権設定である旨の１案件、 

 番号１４２番は、金成地区の田 ２筆 １０，１８５㎡、新規及び更新の賃貸借権設

定である旨の１案件、 

 番号１４３番は、金成地区の田 １０筆 ８，６７６㎡、 

 番号１４４番は、金成地区の田 ２１筆 １５，８５３㎡、 

 番号１４５番は、金成地区の田 １９筆 ２５，９７１㎡、 

 番号１４６番は、金成地区の田 １筆 ２，０００㎡、 

 番号１４７番は、金成地区の田 １筆 １，８００㎡、 

 番号１４８番は、金成地区の田 ３筆 ７，９９０㎡、 

 番号１４９番は、金成地区の畑 ２筆 ５１，０５１㎡、 

 番号１５０番は、金成地区の田 ２筆 ７，０５４㎡、 

 番号１５１番は、金成地区の田 ３筆 ６，２４５㎡、 

 番号１５２番は、金成地区の田 ２筆 ４，５９０㎡、 

 番号１５３番は、金成地区の田 １５筆 ２８，６３５．３８㎡、及び、畑 ２筆 

１，９６７㎡、合計 ３０，６０２．３８㎡、 

 番号１５４番は、金成地区の畑 １筆 ８３，１９４㎡、 

 番号１５５番は、金成地区の田 １筆 ５，０００㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の１３案件、 

 番号１５６番は、金成地区の田 １５筆 ７，１１０㎡、農地中間管理事業による新

規の使用貸借権設定である旨の１案件、 

 番号１５７番は、志波姫地区の田 ３筆 ７，７０６㎡、 

 番号１５８番は、志波姫地区の田 ３筆 ５，４０１㎡、 

 番号１５９番は、志波姫地区の田 ３筆 ４，１９８㎡、 

 番号１６０番は、志波姫地区の田 ２筆 ４，２１４㎡、 

 番号１６１番は、志波姫地区の田 ２筆 ３，５１９㎡、 

 番号１６２番は、志波姫地区の田 １筆 ３，０５０㎡、 

 番号１６３番は、志波姫地区の田 ５筆 １１，０９２㎡、及び畑 １筆 １，１２５

㎡、合計 １２，２１７㎡、 

 番号１６４番は、志波姫地区の田 ４筆 ５，１８４㎡、いずれも、新規の賃貸借権

設定である旨の８案件、 

 番号１６７番は、志波姫地区の田 ５筆 ７，８０９㎡、 

 番号１６８番は、志波姫地区の田 １筆 １，８６３㎡、 

 番号１６９番は、志波姫地区の田 ４筆 ３，２０９㎡、 

 番号１７０番は、志波姫地区の田 １１筆 １１，７１２㎡、 

 番号１７１番は、志波姫地区の田 ２筆 ６，０２５㎡、 
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 番号１７２番は、志波姫地区の田 ３０筆 １６，８１７㎡、 

 番号１７３番は、志波姫地区の田 ３筆 ７，７５９㎡、 

 番号１７４番は、志波姫地区の田 １筆 １，６１９㎡、いずれも、更新の賃貸借権

設定である旨の８案件、 

 以上、９０案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

 次に、第３区の番号１７５番から１７６番までの２案件、番号１８４番から１９０番

までの７案件、番号１９２番から１９５番までの４案件、番号２０１番から２０５番ま

での５案件、番号２０９番から２１９番までの１１案件、及び、番号２２５番の１案

件、合わせて、３０案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１７５番は、栗駒地区の田 ８筆 １０，０３１㎡、 

 番号１７６番は、栗駒地区の田 ６筆 ７，９９２㎡、 

 番号１８４番は、栗駒地区の田 ７筆 ２８，６９６㎡、 

 番号１８５番は、栗駒地区の田 １３筆 ２７，０７９㎡、 

 番号１８６番は、栗駒地区の田 ９筆 ３０，７２３㎡、 

 番号１８７番は、栗駒地区の田 １２筆 １９，０７９㎡、 

 番号１８８番は、栗駒地区の田 ３６筆 ３２，２９４㎡、 

 番号１８９番は、栗駒地区の田 １筆 ３，０３７㎡、 

 番号１９０番は、栗駒地区の田 ６筆 ８，９１９㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の９案件、 

 番号１９２番は、栗駒地区の田 １５筆 １７，８５２㎡、 

 番号１９３番は、栗駒地区の田 １６筆 １２，８６２㎡、 

 番号１９４番は、栗駒地区の田 ４筆 ４，５２０㎡、 

 番号１９５番は、栗駒地区の田 ７筆 ２０，１８９㎡、 

 番号２０１番は、栗駒地区の田 ２５筆 ２２，７５６㎡、 

 番号２０２番は、栗駒地区の田 １６筆 ３３，５０３㎡、 
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 番号２０３番は、栗駒地区の田 ６筆 ７，４５８㎡、及び、畑 １筆 ３１１㎡、

合計 ７，７６９㎡、 

 番号２０４番は、栗駒地区の田 ４筆 ８，６９６㎡、 

 番号２０５番は、栗駒地区の田 ３筆 ４，４５３㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の９案件、 

 番号２０９番は、鶯沢地区の田 １１筆 １４，３２１㎡、 

 番号２１０番は、鶯沢地区の田 ２０筆 ２２，３０８㎡、 

 番号２１１番は、鶯沢地区の田 ３筆 ８９５㎡、 

 番号２１２番は、鶯沢地区の田 ３筆 ８８３㎡、 

 番号２１３番は、鶯沢地区の田 ２筆 ５，０３４㎡、 

 番号２１４番は、鶯沢地区の田 ４筆 １１，４９３㎡、 

 番号２１５番は、鶯沢地区の田 １筆 ７４１㎡、 

 番号２１６番は、鶯沢地区の田 ２筆 １，５８４㎡、 

 番号２１７番は、鶯沢地区の田 １筆 ３７５㎡、 

 番号２１８番は、鶯沢地区の田 １筆 ４４㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る旨の１０案件、 

 番号２１９番は、鶯沢地区の田 １７筆 ９，２００㎡、新規及び更新の賃貸借権設

定である旨の１案件、 

 番号２２５番は、鶯沢地区の田 ３筆 ４，６３９㎡、更新の賃貸借権設定である旨

の１案件、 

 以上、３０案件を説明。 

  

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から５番までの５

案件、番号７番から１１番までの５案件、番号１３番から１６４番までの１５２案件、 

番号１６７番から１７６番までの１０案件、番号１８４番から１９０番までの７案件、 

番号１９２番から１９５番までの４案件、番号２０１番から２０５番までの５案件、 

番号２０９番から２１９番までの１１案件、及び、番号２２５番の１案件、合わせて、

２００案件については、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 
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議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号 １番から 

５番までの５案件、番号 ７番から１１番までの５案件、番号１３番から１６４番まで

の１５２案件、番号１６７番から１７６番までの１０案件、番号１８４番から１９０番

までの７案件、番号１９２番から１９５番までの４案件、番号２０１番から２０５番ま

での５案件、番号２０９番から２１９番までの１１案件、及び番号２２５番の１案件、

合わせて、２００案件については、原案を可とすることに、決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１１、議案第６号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 第３区の番号１番の案件を審議いたします。 

 議席番号２３番 吉田 優俊 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 暫時休憩いたします。（午後３時 ９分）（ ２３番 吉田 優俊 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後３時１０分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 配分計画の利用権を設定する者は、宮城県農地中間管理機構となります。 

 第３区の番号１番は、栗駒地区の田 ７筆 ９，８７９㎡、農地中間管理事業による

新規の賃貸借権設定、なお、この案件は、借受け人変更に伴います再配分となってお

り、契約期間は当初契約の残期間となる旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第６号 農用地利用配分計画についての、番号１番の案件は、原案を

可とすることに、ご異議ございませんか。 
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  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第６号 農用地利用配分計画についての、番号１番の案件

は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知します。 

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

２３番 吉田 優俊 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後３時１１分）（ 吉田 優俊 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後３時１１分） 

 日程第１２、議案第７号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番の案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 ２筆 １，２７７㎡、願出地は、昭和６３年に

農地転用許可を得て駐車場を造成したが、その後利用されずに荒廃し、現在に至るもの

であり、農地への復元する見込みが困難であることから、雑種地への地目変更を願い出

た旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、５番 遊佐 一成 委員から報告願います。 

 

５番 遊佐 一成 委員 

 議案第７号、非農地証明願については、去る２月１８日の木曜日に４名にて、書類審

査及び現地確認を行いました。 

 １番の件については、現地確認しますと高く盛土されており、長期間農地利用された

形跡もありませんでした。周辺を確認しますと１辺の法面が農地に接しておりますが、

充分な距離を保ち設置しておりまして管理もされているということで、特に周辺農地へ

の影響もなく、問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  「はい」の声 

 

議長 

 １１番 三浦正勝委員 

 

１１番 三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦でございます。 

 昭和６３年に農地転用の許可を得たと記載されておりますが、このことは確認できた

のでしょうか。あえて、農地転用許可を得てから非農地証明願いを出さざる得ない事情

というのは、どういうことなのでしょうか。 

 

議長 

 事務局説明 

 

事務局 

 お答えいたします。 

 転用許可に関しましては、当時の許可証及び宮城県と調査して転用許可を得ているこ

とを確認しております。今回の非農地証明願いが出された経緯ですが、当時造成工事が

完了した際に地目変更をしていなかったことが１点と、当時の許可証をもってこれから

地目変更を行うためには、許可された駐車場として利用されていることが条件となりま

して、現在は利用されていないということですので、そのまま地目変更に使用すること

ができないということでございます。 

 そして今後、さらに改めて駐車場として利用する計画もないということでしたので、

転用ではなく非農地証明願いとして別途申請していただいた次第であります。 

 

議長 

 三浦委員、よろしいですか 

 

１１番 三浦 正勝 委員 

 関連ですけれども、今の説明ですと、転用許可されてから事業が施行されていないと

いう状況であったということでしたけれども、許可した方も早く事業を実施してくださ

いと督促しなければならない案件と思いますけれども、中途半端な状況になってしまっ

たのではないか、本人もきちんと法務局で手続きを取っていればこのような事態にはな
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らなかったのではないかと思います。経過の中にはちょっと改善すべき点があったので

はないかという感じがします。意見でございます。 

 

議長 

 他に、ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号２番の案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号２番は、若柳地区の畑 １筆 ８７４㎡、願出地は、明治１０年ころに

一般住宅を建築し、その後、住居及び庭として使用し現在に至るものであり、農地への

復元が困難であることから、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、４番 佐々木 弘 委員から報告願います。 

 

４番 佐々木 弘 委員 

 議案第７号、非農地証明願については、去る２月１９日の金曜日に４名にて、書類審

査及び現地確認を行いました。 

 ２番の件については、明治１０年頃に建築したということでございますけれども、現

在の建物は明治１０年頃ではないという感じをしてまいりました。今の現況は、空き地

とその周辺の竹やぶが刈り払われている状況でした。今後も埼玉に住んでいられるとい

うことで、こちらに帰ってくる意思もないということでございました。 

 そのようなことから、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号３番・４番の２案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号３番は、栗駒地区の畑 １筆 ９１㎡、願出地は、昭和５０年頃から宅

地敷きへの進入路及び駐車場として利用され現在に至るもので、周囲も宅地に囲まれて

おり、農地への復元が困難であることから、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号４番は、鶯沢地区の畑 １筆 ３５７㎡、願出地は、昭和６０年頃に労力不足に

より耕作をしなくなり、その後山林化し現在に至るものであり、農地への復元が困難で

あることから、山林への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 東一 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 東一 推進委員 

 議案第７号については、去る２月１９日の金曜日に４名にて、栗駒総合支所において

書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号３番については、昭和５０年頃から宅地や進入路及び駐車場として利用され、現

在に至るもの、また、その状況から見ても、畑だったものが入口は駐車場として利用さ

れ、進入路はブロック塀などが設置されたような土地であります。 

 ４番については、昭和６０年頃から労力不足により山林化し現在に至るものであり、

周囲も山林化しており、農地への復元が困難であることを確認してまいりました。 

 いずれも、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 
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 それでは、議案第７号 非農地証明願についての、番号１番から４番までの４案件

は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１２、議案第７号 非農地証明願についての、番号１番から４番まで

の４案件は、原案のとおり、承認することに決定いたしました。 

 

議長 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

これで、令和３年 第２回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

議長（会長） 

 ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

 

  ＜ 午後 ３時 ２７分 閉会 ＞ 

 

 

本会議の顛末を記録し、その正当なることを証するためここに署名捺印する。 
 

 

          議     長                 
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